
 

『大阪府福祉のまちづくり条例第 31 条の規定 

による認定申請について』 
 

 

大阪府（ 以下「府」という。） では、全国に先駆けて「大阪府福祉のまちづ

くり条例（ 以下「府条例」という。）」を制定し、福祉のまちづくり施策を実施

しています。 

府条例は、福祉のまちづくりに関して、府、事業者及び府民の責務を明らかに

するとともに、府の基本方針を定め、これに基づく施策を推進し、都市施設を安

全かつ容易に利用することができるよう整備し、府民の総意として、「自立支援

型福祉社会」（ ※ ） を実現することを目的としています。 

羽曳野市では、この府条例に基づき、福祉のまちづくりに関する施策の策定及

び実施について、府から技術的な助言、その他必要な支援を受け業務をすすめて

います。 

府条例は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（ 以下「バ

リアフリー法」という。）」との関係を整理することにより、制限の緩和（ 条例

の規定を適用しない）として、府条例第 31条を定めています。この条項は、「各

所管行政庁が、府条例第 11条から第 29 条までの規定において、構造、敷地の

状況又は利用の目的上やむを得ないと認める建築物、又は、府条例第 14条から

第 29条までの規定において、この規定と同等以上に高齢者、障害者等が円滑に

利用できると認める建築物について、府条例の規定を適用しない。」旨を定めて

います。 

この制限緩和の認定は、各所管行政庁が行いますので、その運用について、羽

曳野市では、「羽曳野市における大阪府福祉のまちづくり条例第 31 条の規定に

よる認定申請に関する規則」を次のとおり定めています。 

 

（ ※ ）「自立支援型福祉社会」： 

バリアフリー法第２条第１号に定める高齢者、障害者等が社会的責任において、 

地域の中で主体的に自己実現していくことを支援する社会。 



 

羽曳野市における大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定申請に関する規則 

 

平成21年9月29日 

規則第43号 

改正 平成28年3月31日規則第29号 

改正  令和 3年3月29日規則第22号 

(目的) 

第1条 この規則は、大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号。以下「府条

例」という。)第31条の規定による認定の申請に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(制限の緩和に関する認定の申請) 

第2条 府条例第31条の規定による市長の認定を受けようとする者は、大阪府福祉のまちづ

くり条例第31条の規定による認定申請書(様式第1号)の正本1部及び副本1部を市長に提出

しなければならない。 

2 前項の認定申請書正本1部及び副本1部には、別表に掲げる図書を添付しなければならな

い。 

3 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する図書のほか、認定に際し、参考となる図

書又は書面を添付させることができる。 

4 市長は、第1項に規定する認定申請書を受理した場合においては、その計画が、次の各号

に掲げるいずれかの事項に該当するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて認定する

ことが妥当であると判断したときは、認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するも

のとする。 

(1) 府条例第31条第1項の規定により、やむを得ないと認め、適用しない事項 

(2) 府条例第31条第2項の規定により、同等以上に高齢者、障害者等が円滑に利用できる

と認め、適用しない事項 

5 市長は、府条例第31条の規定による認定について、高齢者、障害者等が円滑に利用でき

るものとするための条件その他必要な条件を付するときは、その旨を前項の規定による

認定通知書に記載するものとする。 

6 市長は、第4項の規定に基づく審査の結果、府条例第31条の規定による認定をしないと判

断したときは、認定をしない旨の通知書(様式第3号)によりその旨及びその理由を記載し、

第1項に規定する認定申請書の副本及び第2項に規定する図書並びに第3項に規定する図書

又は書面を添えて、速やかに申請者に通知するものとする。 



 

(委任) 

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

この規則は、平成21年10月1日から施行する。 

附 則(平成28年3月31日規則第29号) 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

附 則(令和3年3月29日規則第22号) 

この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 

別表(第2条関係) 

図書の種類 明示すべき事項 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地及び建築物の高低、敷地内における建築

物の位置、用途及び規模、他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及

び幅員並びに車いす使用者及び視覚障害者の移動の経路 

各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、主要部分の寸法並びに車いす使用者及び

視覚障害者の移動の経路 

 


